
１　職員の任免及び職員数に関する状況

１－１　職員の採用状況

令和５年度の新規採用者の職種別人数は以下のとおりです。

（単位：人）
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職 種

管 理 栄 養 士

助 産 師

栄 養 士

臨 床 検 査 技 師

診 療 放 射 線 技 師

医 師

※「選考採用」…①試験を行っても十分な競争者が得られない場合又は職務と責任の
　　　　　　　　　特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難で
　　　　　　　　　ある場合
　　　　　　　　　　例）医師、看護師、薬剤師、保健師など

　　　　　　　　②国又は人事委員会を設置する他の地方公共団体の試験又は選考に
                           合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に
                           かかる職と同等以下の場合
　　　　　　　　　　例）国家公務員や他の地方公共団体の職員を企業団職員として
　　　　　　　　　　　　採用する場合

試験採用

看 護 員

准 看 護 師

臨 床 工 学 技 士

選考採用(※)

言 語 聴 覚 士

保 健 師

作 業 療 法 士

合　計

合　　計

看 護 師

薬 剤 師

主 事

理 学 療 法 士

精 神 保 健 福 祉 士



１－２　退職者の状況

令和５年度の退職者の職種別人数は以下のとおりです。

（単位：人）

区分

職種
自己都合
退職等

懲戒免職 死亡退職 再任用後の離職者

医 師 33 1 32

看 護 師 78 69 9

准 看 護 師 1 1

保 健 師 2 2

助 産 師 3 3

看 護 員 0

薬 剤 師 1 1

管 理 栄 養 士 2 2

栄 養 士 0

臨 床 検 査 技 師 2 1 1

診 療 放 射 線 技 師 0

臨 床 工 学 技 士 0

理 学 療 法 士 2 2

作 業 療 法 士 2 2

言 語 聴 覚 士 1 1

主 事 14 13 1

調 理 員 1 1

合　計 142 1 0 130 1 0 10

その他
定年退職合　　計 勧奨退職等



１－３　職員数の状況

（単位：人）（各年４月１日現在）

対　前　年
増　減　数

主　な　増　減　理　由　等

令和５年 令和６年

156 167 11 養成医の増等

267 271 4 管理栄養士の採用による増等

839 831 ▲ 8 看護師の自己都合退職の増等

127 122 ▲ 5 一般事務の自己都合退職の増等

3 2 ▲ 1

1,392 1,393 1

[1,601] [1,601] [0]

（注） １　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、

　　　　臨時又は非常勤職員を除きます。

　 　　２　合計欄［　　］内は、条例定数の合計です。

　　　 ３　看護職は准看護師及び看護員を含みます。

合　　　計

職　　員　　数
区　　　分

現業職

医師

事務

医療技術職

看護職



　 ①　職員給与費の状況

ア　

（注） 職員給与費は法定福利費を含んでいます。

イ　

（注）　１　職員手当には、退職手当は含まれていません。

　　　　２　職員数は令和６年３月３１日現在の人数です。

　 ②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　 ③　職員手当の状況
　 ア　期末手当・勤勉手当 ウ　業績手当

１人当たり平均支給額〔５年度〕 １人当たり平均支給額〔５年度〕
千円 千円

〔５年度支給割合〕 （給料月額＋職務手当の半額）
期末手当 勤勉手当 の４．０月分を基本に業績評価

結果に基づき変動
〔支給対象者〕　医師

〔加算措置の状況〕 、
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算
・管理職加算

　 イ　退職手当（令和６年４月１日）
(支給率) 自己都合
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(2%～20%加算）
　（退職時特別昇給　　　なし　　　　）
1人当たり平均支給額

千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。

２　職員の給与の状況

区　　分
総　費　用

　純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

Ａ　　 B　　 Ｂ／Ａ

区　　分
職員数
　　　A

給　　　　　　与　　　　　　費
一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ給　　　料
職員手当

　　計　Ｂ
うち期末・勤勉手当

５年度
千円　 千円　 千円　 ％　

31,181,596 △ 1,074,911 16,782,202 53.8%

千円　

1,413 7,372,073 5,332,628 1,558,529 12,704,701 8,991
５年度

人　 千円　 千円　 千円　 千円　

看護・保健職 41.1 303,909 389,301

薬剤・医技職 40.2 301,139 381,371

区　　分 平 均 年 齢 基 本 給 平均月収額

医　師　職 40.4 393,972 1,349,190

その他の一般技術関係職 35.5 227,250 319,938

事　務　職 40.9 299,883 393,270

福 祉 職 37.3 286,894 334,667

技能労務職 50.0 334,900 355,575

5～20％
10%

1,617 2,371

2.45 月分 2.05 月分

定年
22.7245 月分 28.405625 月分

32.3945 月分 38.43825 月分

3,093 14,842

45.9325 月分 55.119 月分

55.119 月分 55.119 月分



 　エ　地域手当

（令和６年４月１日現在）

％ 18 人

％ 0 人

 　オ　特殊勤務手当
　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とするが、その特殊性を

給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給されます。

　支給実績(５年度決算)

医師 0

 支給実績(５年度決算) 1,093,865 千円

1,884 千円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
長崎市 3

夜間看護等手当 病院に勤務する職員
深夜（午後１０時～午前５時）におけ
る看護等

深夜の全部　1回　7,600円

4時間以上　 1回　3,700円

2～4時間　   1回　3,200円

2時間未満 　1回　2,200円

 手当の種類（手当数） 17

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

防疫等作業手当 病院に勤務する職員
感染症の病原体等に感染
の危険がある作業、検疫、
在宅結核患者の療養指導等

日額　　290円

月額　6,000円

放射線取扱手当 病院に勤務する職員
放射線照射作業及びその
補助作業等

日額　　230円

月額　9,000円、6,000円

救急呼出待機手当 病院に勤務する職員 緊急の呼出しに対応するための待機
1回につき　2,000円
（5時間未満の場合　1,000円）

特別調整手当
採用による欠員の補充が極めて困難
な職にあると企業長が認めた職員

医療業務 月額 500円～65,000円

有害物取扱手当 病院に勤務する職員
毒物・劇物を用いて、試
験研究・検査のため化学
分析作業

日額　　290円

出産介助手当 病院に勤務する職員 出産の介助 月額　5,000円

診療応援手当 病院に勤務する医師 診療応援のための遠隔地への派遣
航路・航空機利用　１日20,000円
陸路50ｋｍ未満　１日2,000円
陸路50ｋｍ以上　１日5,000円

専門看護手当
その資格が業務に直接役立つと認め
られた専門看護師、認定看護師、精
神科認定看護師

看護業務
専門看護師　月額　5,000円
認定看護師　月額3,000円
精神科認定看護師　月額3,000円

離島診療手当
①離島地域の病院に勤務する医師
②本土地域の病院に勤務し離島地
域の病院に診療応援を行う医師

離島地域の病院での診療

①月額　280,000円～350,000円
　　　　＋　α
　※α＝（給料月額＋扶養手当）
　　　　×支給割合（8～16%）
②日額　14,000円

離島研修支援手当
離島地域の病院に勤務する医長昇
格前の医師

離島地域の病院に勤務 月額  70,000円

精神保健福祉
業務手当

病院に勤務する職員

精神保健指定医の診察、
その診察の立会、入院措
置患者の護送、在宅精神
患者の訪問指導

日額　　290円

分娩手当
分娩業務に従事することを常例とす
る産婦人科医

分娩業務 １件　　10,000円

特殊業務手当 病院に勤務する職員
職務の複雑、困難もしくは責任の度合または勤務の強度・

勤務時間・勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の「級」

に属する他の職に比べて著しく特殊な職であるもの

その職務内容、勤務地により
月額　　8,500円～37,500円
日額　　500円

診療看護師手当
その資格が業務に直接役立つと認め
られた診療看護師

厚生労働省の「看護師特定行為・業
務試行事業」の対象となる行為・業務

月額　　60,000円

特別診療手当

管理職員であり、かつ正規の勤務時
間外において緊急・救急に呼び出し
を受けて診療等（手術・解剖等）に従
事した医師

緊急・救急の診療行為 時間外診療時間　×　4,000円

特別調整手当（看護職
員等処遇改善）

看護職員等 看護業務等 月額2,000円～12,000円



　カ　時間外勤務手当

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当が含まれています。

　キ　その他の手当　（令和６年４月１日現在）

・

　 ・

・

・

支 給 実 績　（５年度決算） 1,005,849 千円

支 給 実 績　（４年度決算） 1,050,791 千円

配偶者以外の扶養親族一人につき

6,500円

（配偶者がいない場合の一人目

　　　　　子　10,000円　父母等　6,500円）

16～22歳までの子がいる場合の加算　
１人につき 5,000円

手当名 内容及び支給単価
支給実績

（５年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に対して支給されます。

175,679千円   

配偶者 6,500円

子 10,000円

住居手当

借家又は借間に居住し、一定額（16,000円）
を超える家賃等を支払っている職員又は自
宅に居住して世帯主である職員に支給され
ます。

91,798千円   

　・月額27,000円以下の家賃を負担

　　　家賃月額－16,000円

　・月額27,000円を超える家賃を負担

　　（家賃月額－27,000円）×1/2＋11,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高28,000円〕

　※単身赴任手当を受給している職員の

　　 留守家族で家賃を負担している者は、

　　１箇月当たりの運賃等相当額55,000円迄

　 は全額、55,000円を超える部分については

　 2分の1を支給（5,000円限度）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高60,000円〕

　・交通用具利用者

　　距離に応じて2,400円～45,000円を支給

　　 上記により算出した額の1/2の額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高14,000円〕

通勤のために交通機関等（列車、バス等）を

利用し運賃等を負担している職員又は交通

用具（自動車等）を使用する職員に対して支

給されます。

　・交通機関等利用者

管理職
手当

管理又は監督の地位にある職員に支給され

21,874千円   
ます。

　・給料表別、職務の級、区分別に定額

単身赴任
手当

公署を異にする異動等に伴い転居し、やむ

7,808千円   

を得ない事情により配偶者と別居し、単身

で生活することを常況とし、距離制限（60㎞

以上）を満たす職員に支給されます。

　・30,000円＋加算額

　※加算額は距離に応じて8,000円～70,000円

　※H27.4.1～H30.3.31までに段階的引上げ

通勤手当 150,728千円   

管理職
特別勤
務手当

管理職手当を受給している職員が、休日にお

12千円   

いて、臨時又は緊急の必要により4時間以上

勤務した場合に支給されます。

　・管理職手当の支給区分に応じて勤務１回

　　につき4,000円から12,000円

宿日直
手当

宿日直勤務を命ぜられた職員に支給されま

108,270千円   

す。

　・勤務の態様及び勤務時間等に応じて、

　勤務１回につき7,400円～21,000円

（5時間未満50/100、半日勤務等１５０/100）

職務手当

医師の役職、職務に対する手当として医師に

751,740千円   

支給されます。

　・職名別、種別に定額

夜間勤務
手当

正規の勤務時間として深夜（午後10時から

112,695千円   

翌日の午前5時までの間）に勤務した職員

に支給されます。

　・勤務1時間当たりの給与額×25/100×

　　　　　　　　　　　　　　　　深夜勤務時間数



３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

３－１　勤務時間及び休憩時間

（令和６年４月１日現在）

区　分
1日の正規の

勤務時間
開 始 時 刻 終 了 時 刻 休 憩 時 間

本部 9:00 17:45

精神医療センター
島原病院

8:45 17:30

上五島病院附属診療所
奈良尾医療センター

8:00 16:45

その他の病院 8:30 17:15

３－２　年次有給休暇

　職員の年次有給休暇は、１年（暦年）につき２０日あります。なお、年の途中で

採用された職員は、採用された日の属する月に応じて２～１８日の年次有給休暇が

与えられます。

　また、年次有給休暇のうち職員がその年に取得できなかった日数（残日数）があ

るときは、２０日を超えない範囲内の残日数を翌年に繰り越すことができます。

７時間４５分 12:00～13:00



４　職員の分限及び懲戒処分の状況

４－１　分限処分（地方公務員法第２８条）

　分限処分とは、職員の身分保障を前提としつつ、一定の事由がある場合に、本人の意に

反して、その身分に不利益な変動をもたらす処分で、免職、休職、降任及び降給の４種類

があります。

　「一定の事由」とは、次のような場合です。

　令和５年度における分限処分の状況は次のとおりです。

（単位：人）

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 39 0 39

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0

条例で定める事由による場合 0 0 0 0 0

0 0 39 0 39

　　「免職又は降任」・・・①勤務実績が良くない場合
　　　　　　　　　　　　　②心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに
　　　　　　　　　　　　　　堪えない場合
　　　　　　　　　　　　　③その職に必要な適格性を欠く場合
　　　　　　　　　　　　　④職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた
　　　　　　　　　　　　　　場合

　　「休職」・・・①心身の故障のため、長期の休養を要する場合
　　　　　　　　　②刑事事件に関し起訴された場合
　　　　　　　　　③条例で定める事由に該当する場合

　　「降給」・・・条例で定める事由に該当する場合

処分の種類
降　任 免　職 休　職 降　給 合　計

処分事由

職制、定数の改廃、予算の減少により廃
職、過員を生じた場合

合　　計

※１　同一の者が複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

※２　休職処分を受けている者の休職期間が延長された場合は、その都度新たな処分が行われた

　　　ものとみなして計上しています。



４－２　懲戒処分（地方公務員法第２９条）

するために任命権者が、職員の道義的責任を追及して科す処分です。

　「一定の服務義務違反」とは、次のような場合です。

　①地方公務員法などの法律や地方公共団体の条例などの規程に違反した場合

　②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

　③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

　令和５年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。

（単位：人）

0 0 0 0 0

0 2 0 0 2

2 3 0 1 6

2 5 0 1 8

４－３　行為別懲戒処分者数

　「４－２　懲戒処分」の具体的な事由は、次のとおりです。

（単位：人）

0 0 0 1 1

0 2 0 0 2

2 5 0 1 8

　懲戒処分とは、職員の一定の服務義務違反に対して、公務員関係における秩序を維持

処分の種類
戒　告 減　給 停　職 免　職 合　計

処分事由

法令に違反した場合

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場
合

合　　計

※　同一の者が複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

0
（職務命令違反、事務処理ミス等）

処分の種類
戒告 減給 停職 免職 合計

処分の具体的事由

一般服務違反関係
0 0 0 0

0
（無免許運転（失効）、飲酒運転等）

一般非行関係
2 3 0 0 5

（暴力行為、セクハラ等）

道路交通法違反
0 0 0 0

収賄等関係
（収賄、横領等）

監督責任

合　　計

※　同一の者が数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。



５　職員の服務の状況

　地方公務員法では、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない

という服務の根本基準が示されています。

　また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為

の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、さらには、営利企業等の従事

制限等に関する規定の遵守が求められています。

　さらに、職務の遂行にあたって職員以外の者から依頼等を受けた場合の対応

を定めることにより、公正かつ公平な職務の遂行を図るとともに、県民の長崎

県病院企業団が行う病院事業への信頼を確保するため、「職員以外の者に対す

る職員の対応要綱」を制定しています。

.



６－１　研修の種類及び実施状況

令和５年度に実施した研修については、次のとおりです。

６－２　勤務成績の評定の状況

　企業団では、評価に対する職員の信頼性と納得性を高め、職員の能力や業績などが、

さらに適正に評価され、意欲を持って職務に励むことができる制度を目指して、平成

１３年度から目標管理制度などを柱とした新たな人事評価制度について、検討並びに

試行を行ってきました。

　平成２１年度の病院企業団設立時から本部部長等の職員を対象に評価の本格実施を

行い、業績評価結果の勤勉手当への反映を行っています。

　また、医師については、他の職種と比べて病院経営に占める役割や影響が特に大き

いことから、成果を重視した合理的な業績評価を行い、その結果を医師の給与に反映

させることにより医師の勤労意欲の向上や人材育成を図ることを目的として、新人事

給与制度を構築し、平成２１年度から施行しています。

　さらに、平成２６年５月に地方公務員法が改正され、職員がその職務を遂行するに

当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行う人事評価を、全ての職員に実

施し、評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することとさ

れました。

　このため、人材育成並びに適正な評価と結果の活用により職員の士気が高まること

を目的に、全職員を対象とした人事評価制度を、平成２７年度の試行を経て、平成

２８年度から本格実施しております。

中堅職員研修 中堅職員としての役割、組織マネジメン
ト等の意識付け等

主任・係長

※ このほか、看護部門や医療技術部門の技術向上のための研修及び各病院で様々
　 な専門研修を実施しているほか、長崎県市町村行政振興協議会主催の各種研修
　 を受講しています。

研修の種類 概　要 対象者

新規採用職員研修
企業団職員としての自覚、役割の理解、
コミュニケーション能力の向上を図る

新規採用職員



７　職員の福祉及び利益の保護の状況

７－１　健康管理

　職員の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境の形成を促進するために、
次のような取組を行っています。

胸部Ｘ線撮影、尿検査、血液生化学検査、心電図検査　等

胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、婦人がん検診

人間ドック（共済組合による事業）

　※　労働安全衛生法改正に伴うストレスチェックは平成２８年度から実施

７－２　公務災害の認定状況

令和５年度の公務災害の認定状況は、次のとおりです。
（単位：件）

処理等の区分

令和４年度末 令和５年度中 公務上又は通 公務外又は通

未 処 理 件 数 の 受 理 件 数 勤 災 害 該 当 勤災害非該当

職員の区分 ① ② ③ ④ ③+④

令和５年度中
の 認 定 件 数
合 計

項　　目 主な内容

定期健康診断

生活習慣病健康診断

令和５年度中の認定件数

25

医 師 0 5 4 0 4

看 護 師 0 25 25 0

34

そ の 他 0 5 5 0 5

合 計 0 35 34 0



８　長崎県病院企業団法令違反等通報制度の運用状況

　この制度により企業団職員等の法令違反行為等があった場合、内部の職員等からの通報だけでなく、

県民からの通報も対象としています。

（令和５年度）

通報件数 受理件数
（A＋B＋C）

法令違反等に
当たらないもの

（A）

法令違反等に
当たるもの

（B）

調査継続中の
もの

（C）

2 2 1 1 0 0 0 0

受理
検討中

取下
不受理
件数


